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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

産業・医療ガス協会（JIMGA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本

工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって，JIS K 1105:2005 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
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アルゴン 

Argon 

Ar AW：39.95 
1 適用範囲 

この規格は，高圧ガス容器に充塡した工業用のアルゴン（液化アルゴン及び圧縮アルゴン）（以下，アル

ゴンという。）について規定する。 

警告 1 液化アルゴンは，大気圧では約－186 ℃と極めて低温であり，凍傷を防止するために革手袋

などの防護具を着用する。 

警告 2 液化アルゴンは，常温では容易に，かつ，急速に気化し，体積が約 850 倍に膨張するので，

配管及び容器内に液化アルゴンを閉じ込めないようにする。また，液化アルゴンを閉じ込め

る懸念がある場合には，安全弁又は逃がし弁を設ける。さらに，圧縮アルゴンは，通常，約

15 MPa 又は約 20 MPa の高い圧力に充塡された容器で供給されるので，減圧弁を用い，バル

ブの開閉をゆっくりと行うなど，高圧ガス保安法の消費及び廃棄に関わる規定に従って取り

扱う。 

警告 3 アルゴンを，閉じ込められた空間などに放出すると，空気中の酸素の濃度が低下し，酸素欠

乏症になることがあるので，法令の規定に従って酸素の濃度が 18 %未満に低下しないように，

換気その他の措置を講じる。 

注記 酸素欠乏症の防止については，労働安全衛生法（昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号）の規定に基

づく酸素欠乏症等防止規則（昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 42 号）に定められている。また，

高圧ガスの消費及び廃棄については，高圧ガス保安法（昭和 26 年 6 月 7 日法律第 204 号）第

24 条の 2～第 25 条に規定されている。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7920 湿度計－試験方法 

JIS B 7983 排ガス中の酸素自動計測器 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則 

JIS K 0114 ガスクロマトグラフィー通則 

JIS K 0225 希釈ガス及びゼロガス中の微量成分測定方法 

JIS K 0512 水素 

JIS Z 8806 湿度－測定方法 


